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介護老人保健施設町田さくらんぼ重要事項説明書 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 

 

                               令和 ８年 ６月 １日  
 

１ 施設の概要 

事業所名称  介護老人保健施設 町田さくらんぼ 

管理者   施設長 三浦 英一朗 

開設年月日  平成６年１１月２２日  

介護保険指定番号 介護老人保健施設（１３５７０８０１４６号） 

 所在地   東京都町田市小野路町１６３２番地 

 電話番号  ０４２－７３４－９５００ 

 ＦＡＸ番号  ０４２－７３４－３５１８ 

 

２ 施設の目的及び運営方針 

 （１）施設の目的 

当施設は、要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護

保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を

営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介

護保健施設サービスを提供することを目的とします。 

 （２）運営方針 

当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施

設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護そ

の他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復

帰を目指します。 

２  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得

ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

３ 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。 

４  当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、

その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地

域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 

５  当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」

過ごすことができるようサービス提供に努めます。 

６  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得

て実施するよう努めます。 

７ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、

当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利

用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはそ

の代理人の了解を得ることとします。 

８ 当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第１１８条の ２

第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めるものとします。 
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 （３）施設サービス計画の作成 

施設サービス計画を３ヶ月毎に見直し、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っ

ていただける状態になるかを考え、サービスを提供いたします。この計画は利用者にかか

わるあらゆる職種の協議によって作成されますが、その際ご本人・扶養者の希望を十分に

取り入れ、計画の内容に同意をいただくようになります。 

 （４）栄養ケア計画の作成 

栄養ケア計画を利用者の栄養状態に基づいて３ヶ月毎に見直し、適切な栄養補給について

考え、サービスの質の改善事項を含めた計画を作成いたします。この計画は利用者に  

かかわるあらゆる職種の協議によって作成されますが、その際ご本人・扶養者の希望を 

十分に取り入れ、計画の内容に同意をいただくようになります 

 

 

 

３ 施設の概要 

 構造  ＲＣ造 地下２階地上４階建 

 延べ床面積 ３,５８９㎡（全体７,０６１㎡） 

 利用定員 療養入所 １２０名 

   通所リハ       ４０名 

 療養室 

   種類（多床室） 室数     面積 

    ２人部屋 ３０ １６.２～１６.６㎡（内法） 

  ４人部屋 １５ ３３．２～３３．９㎡（内法） 

 食堂 Ｂ１階  ５４.６㎡（内法） 

  ３階 １２１.８㎡（内法） 

４階 １２１.８㎡（内法） 

 機能訓練室 １４６.４㎡（内法） 

    移動式歩行補助平行棒、重錘バンド、訓練用腰掛け、 

    歩行練習用階段、姿勢矯正用鏡、エアロバイク 

 浴室   ６２.４㎡  

 談話室 ３Ｆ  ３０.５㎡（内法） 

  ４Ｆ  ３０.５㎡（内法） 

 レクリエーションルーム 

  Ｂ１  ８０.７㎡（内法） 

  ４Ｆ  １９.９㎡（内法） 

 洗面所 各便所内に設置（各療養室内） 

    洗面化粧台、給湯設備 

 便所 各療養室内に設置 

３Ｆ  ６２.２㎡ 

  ４Ｆ  ５９.６㎡ 

    手すり、ナースコール 
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４ 職員体制 

職員の職種及び員数表  

 
 常 勤 非常勤 夜 間 

・管理者  １.０以上   
・医  師 １.２以上   
・看護職員 ９人以上  １人以上 
・薬剤師 ０．４人以上   
・介護職員 ３０人以上  ４.０人以上 
・支援相談員 ２人以上   
・作業療法士等 １.２人以上   
・管理栄養士 １.０人以上   
・介護支援専門員 １.２人以上   
・事務職員 １人以上   

 

 

従業員の職務内容 

 

管理者  従業員の総括管理、指導 

医師  利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行います。 

薬剤師  医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理します。 

看護職員  医師の指示に基づき医療行為を行い、施設サービス計画に基づく看護を行います。 

介護職員  施設サービス計画に基づく介護を行います。 

支援相談員  利用者及び家族からの相談に応じる他、市町村との連携を図ります。 

作業療法士等   リハビリテーションプログラムを作成するとともに機能訓練の実施に対し指導を行い 

ます。 

管理栄養士       献立の作成及び栄養ケアマネジメントを実施し栄養状態の管理、食事相談等を行い栄養 

 ケア計画の原案を作成します。 

介護支援専門員  施設サービス計画の原案を作成します。 

事務職員      介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 
 
５ 適用期間 

 本規定は、利用者が介護老人保健施設入所利用契約書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、

併存的債務引受人に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 
 

６ 利用者からの解除 
 利用者及び併存的債務引受人は、当施設に対し退所の意思表明をすることにより、本規定に基づく入所利用を

解除・終了することができます。 
 
７ 当施設からの解除 

 当施設は、利用者及び併存的債務引受人に対し、次に掲げる場合には、本規定に基づく入所利用を解除・終了

することができます。 
①  利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 
②  当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅において生活ができる

と判断された場合 
③  利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの提供を超える   

と判断された場合  
④  利用者及び扶養者が、本規定に定める利用料金を３か月分以上滞納し、その支払いを督促したにもか  

かわらず１０日間以内に支払われない場合 
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⑤  利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為 

又は反社会的行為を行った場合 
⑥  天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない

場合 
 

８ 施設サービスの内容と費用 

 

（１）保険給付の自己負担額 
①  短期入所療養介護の自己負担額（地域区分２級地 １単位＝１０．７２円） 
（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１日あたりの自己

負担分です。） 
   基本単位 自己負担１割 自己負担２割 自己負担３割 

要介護１ ８３０単位 ８９０円 １，７８０円 ２，６７０円 
要介護２ ８８０単位 ９４４円 １，８８７円 ２，８３０円 
要介護３ ９４４単位 １，０１２円 ２，０２４円 ３，０３６円 
要介護４ ９９７単位 １，０６９円 ２，１３８円 ３，２０７円 
要介護５ １,０５２単位 １，１２８円 ２，２５６円 ３，３８４円 

 

■ その他加算料金（＊は加算の対象者のみです。） 

内 容 単 位 
自己負担 
１割 

自己負担 
２割 

自己負担 
３割 

夜勤職員配置加算 
厚生労働大臣が定める夜勤を

行う職員の勤務条件に関する

基準を満たす場合 
２４単位／日 ２６円 ５２円 ７８円 

＊個別リハビリテーション実施加算 
利用者ごとに個別リハビリテ

ーション計画を作成し、当該

個別リハビリテーション計画

に基づき、個別リハビリテー

ションを行った場合 

２４０単位 ２５８円 ５１５円 ７７２円 

＊認知症行動・心理症状緊急対応加算 
医師が認知症の行動・心理症

状が認められるため、在宅で

の生活が困難であり、緊急に

短期入所療養介護を利用する

ことが適当であると判断した

者に対し、短期入所療養介護

を行った場合 

２００単位 ２１５円 ４２９円 ６４４円 

＊緊急短期入所受入対応加算 
居宅サービス計画において計

画的に行うこととなっていな

い短期入所療養介護を緊急に

行った場合 
 

９０単位 ９７円 １９３円 ２９０円 

＊若年性認知症利用者受入加算 
若年性認知症の利用者に対

し、短期入所療養介護を行っ

た場合 
１２０単位 １２９円 ２５８円 ３８６円 
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＊重度療養管理加算 
要介護４又は５の利用者であ

って、厚生労働大臣の定める

状態にあるものに対して計画

的な医学的管理を継続して行

い、かつ、療養上必要な処置

を行った場合 

１２０単位 １２９円 ２５８円 ３８６円 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）  
厚生労働大臣が定める基準に

適合する場合（基準の適合状

況に応じて算定する月と算定

しない月があり） 

５１単位／日 ５５円 １１０円 １６４円 

＊送迎加算 
利用者の居宅と施設間の送迎

を行う場合。 
１８４単位 

(片道につき) 
１９８円 ３９５円 ５９２円 

＊総合医学管理加算 
治療管理を目的とし、厚生労

働大臣が定める基準に従い、

居宅サービス計画において計

画的に行うこととなっていな

い短期入所療養介護を行った

場合 

２７５単位 
（月７日限度） 

２９５円 ５９０円 ８８５円 

＊口腔連携強化加算 
事業所の従業者が口腔の健康

状態の評価を実施した場合に

おいて、利用者の同意を得て

歯科医療機関及び介護支援専

門員に対し、当該評価の結果

の情報提供を行った場合 

５０単位 
(１月に 1 回限り) 

５４円 １０８円 １６１円 

＊療養食加算 
厚生労働大臣が定める療養食

で、管理栄養士又は栄養士に

よって管理されている食事

を、利用者の年齢、心身の状

況によって適切な栄養量及び

内容での提供が行われている

場合 

８単位／食 ９円 １７円 ２６円 

＊緊急時治療管理 
利用者の病状が重篤となり救

命救急医療が必要となる場合

において緊急的な治療管理と

しての投薬、検査、処置等を

行った場合 

５１８単位 
(月 3 日限度) 

５５６円 
１,１１１

円 
１,６６６

円 

生産性向上推進体制加算 
利用者の安全・介護サービス

の質の確保、職員の負担軽減

を検討する委員会において必

要な事項の検討を行いその実

施の定期的な確認行う等、厚

（Ⅰ） 
１００単位 

／月 
１０８円 ２１５円 ３２２円 

（Ⅱ） 
１０単位 

／月 
１１円 ２２円 ３３円 
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生労働省が定める基準に適合

しているものとして届出を行

っている場合 
サービス提供体制強化加算Ⅰ 

介護職員総数の内、介護福祉

士の占める割合が８０％以上

であるか、又は勤続１０年以

上の介護福祉士の占める割合

が３５％以上であり、定員超

過利用・人員基準欠如に該当

していない場合 

２２単位／日 ２４円 ４７円 ７１円 

 サービス提供体制強化加算Ⅱ 
介護職員総数の内、介護福祉

士の占める割合が６０％以上

であり、定員超過利用・人員

基準欠如に該当していない場

合 

１８単位／日 ２０円 ３９円 ５８円 

 サービス提供体制強化加算Ⅲ 
介護職員総数の内、介護福祉

士の占める割合が５０％以上

か、又は看護・介護職員の総

数の内、常勤職員の占める割

合が７５％以上か、又は介護

保険施設サービスを入所者へ

直接提供する職員の総数の

内、勤続７年以上の者の占め

る割合が３０％以上であり、

定員超過利用・人員基準欠如

に該当していない場合 

６単位／日 ７円 １３円 ２０円 

 介護職員等処遇改善加算 
介護職員の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府

県に届け出た事業所が利用者

に対し、介護療養施設サービ

スを行った場合 

（Ⅰ） 
イ 所定単位数の９．０％に相当する単位数 
ロ 所定単位数の９．７％に相当する単位数 

（Ⅱ） 
イ 所定単位数の８．６％に相当する単位数 
ロ 所定単位数の９．３％に相当する単位数 

（Ⅲ） 所定単位数の６．９％に相当する単位数 

（Ⅳ） 所定単位数の５．９％に相当する単位数 

 
■厚生労働省の定める基準を満たさない場合の減算 

夜勤を行う職員の勤務条件基準

を満たさない場合 
基本単位の９７％に相当する単位数を算定 

入所者の数が入所定員を超える

場合 
基本単位の７０％に相当する単位数を算定 

医師、看護職員、介護職員、理

学療法士、作業療法士、言語聴

覚士又は介護支援専門員の員数

が基準に満たない場合 

基本単位の７０％に相当する単位数を算定 

身体拘束廃止未実施減算 基本単位の１％に相当する単位数を減算 

高齢者虐待防止措置未実施減算 基本単位の１％に相当する単位数を減算 

業務継続計画未策定減算 基本単位の１％に相当する単位数を減算 
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② 介護予防短期入所療養介護の自己負担額（地域区分２級地 １単位＝１０．７２円） 
（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です。） 
 

 基本単位 自己負担１割 自己負担２割 自己負担３割 

要支援１ ６１３単位 ６５８円 １,３１５円 １,９７２円 
要支援２ ７７４単位 ８３０円 １,６６０円 ２,４９０円 

 

■ その他加算料金（＊は加算の対象者のみです。） 

内 容 単 位 
自己負担 
１割 

自己負担 
２割 

自己負担 
３割 

夜勤職員配置加算 
厚生労働大臣が定める夜勤を

行う職員の勤務条件に関する

基準を満たす場合 
２４単位／日 ２６円 ５２円 ７８円 

＊個別リハビリテーション実施加算 
利用者ごとに個別リハビリテ

ーション計画を作成し、当該

個別リハビリテーション計画

に基づき、個別リハビリテー

ションを行った場合 

２４０単位 ２５８円 ５１５円 ７７２円 

＊認知症行動・心理症状緊急対応加算 
医師が認知症の行動・心理症

状が認められるため、在宅で

の生活が困難であり、緊急に

介護予防短期入所療養介護を

利用することが適当であると

判断した者に対し、介護予防

短期入所療養介護を行った場

合 

２００単位 ２１５円 
４２９円 

 
６４４円 

＊若年性認知症利用者受入加算 
若年性認知症の利用者に対

し、介護予防短期入所療養介

護を行った場合 
１２０単位 １２９円 ２５８円 ３８６円 

 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 
厚生労働大臣が定める基準に

適合する場合（基準の適合状

況に応じて算定する月と算定

しない月があり） 

５１単位／日 ５５円 １１０円 １６４円 

＊送迎加算 
利用者の居宅と施設間の送迎

を行う場合 
１８４単位 

（片道につき) 
１９８円 ３９５円 ５９２円 

＊総合医学管理加算 
治療管理を目的とし、厚生労

働大臣が定める基準に従い、

居宅サービス計画において計

画的に行うこととなっていな

い短期入所療養介護を行った

場合 

２７５単位 
（月７日限度） 

２９５円 ５９０円 ８８５円 
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＊口腔連携強化加算 
事業所の従業者が口腔の健康

状態の評価を実施した場合に

おいて、利用者の同意を得て

歯科医療機関及び介護支援専

門員に対し、当該評価の結果

の情報提供を行った場合 

５０単位 
(１月に 1 回限り) 

５４円 １０８円 １６１円 

＊療養食加算 
厚生労働大臣が定める療養食

で、管理栄養士又は栄養士に

よって管理されている食事

を、利用者の年齢、心身の状

況によって適切な栄養量及び

内容での提供が行われている

場合 

８単位／食 ９円 １７円 ２６円 

＊緊急時治療管理 
利用者の病状が重篤となり救

命救急医療が必要となる場合

において緊急的な治療管理と

しての投薬、検査、処置等を

行った場合 

５１８単位 ５５６円 
１,１１１

円 
１,６６６円 

 生産性向上推進体制加算 
利用者の安全・介護サービス

の質の確保、職員の負担軽減

を検討する委員会において必

要な事項の検討を行いその実

施の定期的な確認行う等、厚

生労働省が定める基準に適合

しているものとして届出を行

っている場合 

（Ⅰ） 
１００単位 

／月 
１０８円 ２１５円 ３２２円 

（Ⅱ） 
１０単位 

／月 
１１円 ２２円 ３３円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 
介護職員総数の内、介護福祉

士の占める割合が８０％以上

であるか、又は勤続１０年以

上の介護福祉士の占める割合

が３５％以上であり、定員超

過利用・人員基準欠如に該当

していない場合 

２２単位／日 ２４円 ４７円 ７１円 

 サービス提供体制強化加算Ⅱ 
介護職員総数の内、介護福祉

士の占める割合が６０％以上

であり、定員超過利用・人員

基準欠如に該当していない場

合 

１８単位／日 ２０円 ３９円 ５８円 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 
介護職員総数の内、介護福祉

士の占める割合が５０％以上

か、又は看護・介護職員の総

数の内、常勤職員の占める割

６単位／日 ７円 １３円 ２０円 
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合が７５％以上か、又は介護

保険施設サービスを入所者へ

直接提供する職員の総数の

内、勤続７年以上の者の占め

る割合が３０％以上であり、

定員超過利用・人員基準欠如

に該当していない場合 
 介護職員等処遇改善加算 
介護職員の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府

県に届け出た事業所が利用者

に対し、介護療養施設サービ

スを行った場合 

（Ⅰ） 
イ 所定単位数の９．０％に相当する単位数 

ロ 所定単位数の９．７％に相当する単位数 

（Ⅱ） 
イ 所定単位数の８．６％に相当する単位数 

ロ 所定単位数の９．３％に相当する単位数 

（Ⅲ） 所定単位数の６．９％に相当する単位数 

（Ⅳ） 所定単位数の５．９％に相当する単位数 

 

■厚生労働省の定める基準を満たさない場合の減算 

夜勤を行う職員の勤務条件基準

を満たさない場合 

 

基本単位の９７％に相当する単位数を算定 

入所者の数が入所定員を超える

場合 
基本単位の７０％に相当する単位数を算定 

医師、看護職員、介護職員、理

学療法士、作業療法士、言語聴

覚士又は介護支援専門員の員数

が基準に満たない場合 

基本単位の７０％に相当する単位数を算定 

身体拘束廃止未実施減算 基本単位の１％に相当する単位数を減算 

高齢者虐待防止措置未実施減算 基本単位の１％に相当する単位数を減算 

業務継続計画未策定減算 基本単位の１％に相当する単位数を減算 

 

 

（２）短期入所療養介護のその他料金 
 

①  食費／朝食：５５０円 昼食：７５０円 夕食：７５０円                          

  （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている 

食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

 ② 入所者が選定する特別な食事の費用                                   実 費  
通常の食事以外で特別メニューを設定している施設において、特別メニューの食事を選定された場合

にお支払いいただきます。 
②  居住費（療養室の利用費）（１日当たり） 

    ・多床室                              ７７０円 
   （ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担

限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 
＊上記①「食費」及び③「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階まで）の利

用者の自己負担額については、《別添資料１》をご覧下さい。 
 

④ 入所者が選定する特別な療養室料／１日     ２人室  ４，０００円／（税別） 
２人室のご利用を希望される場合にお支払いいただきます。なお、２人室をご利用の場合、外泊時に
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も室料をいただくこととなります。 

⑤ 日常生活品費／１日                                               選択制 

 ご利用をご希望の場合は、業者との直接契約となります。（３種類からお選び頂きます。） 

⑥ 教養娯楽費／１日                                       実 費 

 ご利用者様がご希望される倶楽部やレクリエーションで使用する、折り紙、粘土等の材料の実費分な

ります。 

⑦ 理美容代                                           約３，０００円～  

    理美容をご利用の場合にお支払いいただきます。 

⑧ 行事費                                    （その都度実費をいただきます。） 

 小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室等の費用で、参加された場合にお支払いいた

だきます。 

⑨ 健康管理費                                                       実 費 

  インフルエンザ予防接種等に係る費用で、インフルエンザ予防接種等を希望された場合にお支払いい

ただきます。 

⑩ 私物の洗濯代／１ヶ月                            ４，５００円／（税別） 

  私物の洗濯を業者に依頼される場合にお支払いいただきます。業者との契約になります。 

  ⑪ 嗜好品代                         １３７円／（税別）  

          申込みにより用意させていただいた場合にお支払いいただきます｡ 

⑫  通信費                                                               実 費 

⑬ その他の費用                             実 費 

文書の発行料等がありますが、担当者にご相談下さい。 
 

９ 利用料等のお支払い方法 

翌月の１０日前後に請求書を発行いたしますので、その月の月末までにお支払い下さい。支払い方法は

現金、銀行振込、現金書留、口座振替の４方法があります。お支払いいただきますと領収書を発行いた

します（口座振替、銀行振込、現金書留の場合には次月請求書送付時に同封いたします）。 

 

１０ サービス内容に関する苦情相談窓口 

 窓口     家族相談室 

    苦情解決責任者  事務長 

 利用時間 月～金曜日（９：００～１７：００） 

 

１１ 非常災害時の対策 

 避難訓練 

  年に２回夜間および昼間を想定した避難訓練を、利用者の方も参加していただき行います。 

              また、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるように努めます。 

 防災設備等 

  スプリンクラー、防火扉、シャッター 

  避難階段、屋内消火栓、自動火災報知機、誘導灯 

  カーテン・カーペットは防炎性能のあるものを使用 

 

１２ ハラスメントに関する基本方針 
介護保険法等の関係法制に基づき、介護を提供しますが、関係法令に定められた以上のサービス提供は

行いません。また利用者及びその家族等から職員へ向けられたハラスメント行為については、医療・介

護現場の権利侵害として捉え、厳正に対処させていただきます。 
サービスのご利用に当たっては、職員の心身に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為は行わない

でください。 
職員に対する暴力又は暴言その他の著しい迷惑行為は行わないでください。 
上記に掲げる行為が続きサービス提供が困難になった場合及び、ハラスメント行為があると当施設が判

断した際には、厚生労働省推奨のガイドラインに基づき、行政、地域包括支援センター、警察署等と連
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携を取り、介護サービスの提供を中止いたします。 
 サービス現場におけるハラスメントの定義と具体例 
① 身体的暴力  

 身体的な力を使って危害を及ぼす行為（職員が回避したため危害を免れたケースを含む） 
・コップを投げつける・蹴られる・手を払いのける・たたかれる・手をひっかく、つねる・首を絞 

める・唾を吐く・服を引きちぎられる など 
② 精神的暴力 

 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 
・大声を発する・サービスの状況をのぞき見する・怒鳴る・気に入っている職員以外に批判的な言

動をする・威圧的な態度で文句を言い続ける・刃物を胸元からちらつかせる・「この程度できて

当然」と理不尽なサービスを要求する・家族が利用者の発言をうのみにし、理不尽な要求をする・

利用料金を数か月滞納し、請求しなかった施設にも責任があると支払いを拒否する など 
③ セクシャルハラスメント 

 意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 
・必要もなく手や腕をさわる・抱きしめる・女性のヌード写真を見せる・入浴介助中、あからさま 

に性的な話をする・卑猥な言葉を繰り返す・サービス提供に無関係に下半身を見せる など 
④ カスタマーハラスメント 

    利用者又はその家族等から職員に対して、社会通念上相当な範囲を超えた不当な要求や言動を行い、 
就業環境や精神的健康に悪影響を与える行為  

    ・職員に対して合理的な理由のない過剰な要求や謝罪の要求をする・正当な理由なく長時間にわたり職

員を拘束し、対応を強要する・SNS やインターネット上において、施設や職員に対する誹謗中傷を投

稿する・制度上対応できない内容について説明しても、納得せず要求を継続する など 
 

１３ 身体の拘束等 
 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむ 
 を得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う 
 ことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊 
 急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 

 
１４ 秘密の保持及び個人情報の保護 

 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は併存的債務引受人

若しくはその家族等に関する個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号につい

ての情報提供については、当施設は、利用者及び併存的債務引受人から、予め同意を得た上で行なうこと

とします。 
① サ－ビス提供困難時の事業者間の連絡・紹介等 
② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センタ－【介護予防支援事業所】）等との連携  
③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 
④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等  
⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 

 ⑥ 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なおこの場合、利用者個人

を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。  
 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
 

１５ 緊急時の対応  
（１） 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又

は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。  
（２） 当施設は、利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な状態、又は、専

門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 
（３） 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び扶養者が

指定する者に対し、緊急に連絡します。  
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１６ 事故発生時の対応 
(１） サ－ビス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。  
(２） 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力

歯科医療機関又は、他の専門的機関での診療を依頼します。 
(３） 前２項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は、扶養者が指定する者及び保険者の指定する

行政機関に対して速やかに連絡します 
  

   １７ 虐待の防止等 

当施設は利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施しま 

す。  

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者

に 周知徹底を図ります。 

  （２） 虐待防止のための指針を整備し、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。  

（３） 上記の措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

１８ 褥瘡対策等 

当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適 

切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針（別添）を定めその発生を防止するための体制を整備します。 

 
１９ 業務継続計画の策定等 

     （Ⅰ） 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計

画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要 な措置を講じるものとします。  

（２） 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

       （３） 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
 

２０ 職員の服務規律、質の確保 
当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自

己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意します。 
（１） 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇します。 
（２）  常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならないようにします。 
（３）  お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けます。 

    （４） 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。 
    （５）  当施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護 保険法第

８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとします。 
 

２１ 口腔衛生 
   当施設は入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理

体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛

生士が、当施設介護職員に口腔衛生に係る技術的助言と指導を年 2 回以上実施します。 
   当施設介護職員又は歯科医師等が利用者毎に施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施 
   します。 
 

２２ 協力医療機関等 

 

 協力医療機関 

  名称 多摩丘陵病院 

  住所 東京都町田市下小山田町１４０１ 
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 協力歯科医療機関 

  名称 協同歯科クリニック  

  住所 東京都町田市能ケ谷１－７－６ 鈴木ビル２Ｆ 

併設医療機関（協力医療機関） 

  名称 鶴川さくら病院 

  住所 東京都町田市小野路町１６３２番地 

 

２３ 施設の利用にあたっての留意事項 

来訪・面会 面会時間 ８：００～２０：００（希望により２４時間可） 

 外泊・外出 行き先と帰り時間を職員に申し出てください。 

また法令上、入所中、他の医療機関への受診は施設からの依頼による診療のみと

なっております。今までのかかりつけの医師も、依頼状なしに診療、検査、処方

箋の交付をしてはいけない事になっております。入所中はかかりつけ医との関係

は一時お休みとなります。 

外泊・外出の際にお食事及び嗜好品の提供をお止めする場合、朝食は前日１７：

００、昼食は当日９：１０、嗜好品は当日１２：００、夕食は当日１５：００ま

でにご連絡をお願い致します。 

設備等の利用 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反した 

ご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。 

 喫煙  定められた場所以外での喫煙はご遠慮下さい。 

 迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。また、むやみに他の利用 

者の居室等に立ち入らないで下さい。 

所持金品の管理 高価な貴重品や多額の現金はお持ちにならないで下さい。紛失等は当施設では責

任をおいかねますのでご注意下さい。 

宗教活動等 施設内で他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 

 動物飼   施設内でのペットの飼育はお断りします。 

 

食品等の持込  面会等での食品の持込についてはサービスステーションに連絡してください。体

調等の不安定な場合にはお断りすることもあります。同室者へのお菓子などの心

遣いはご遠慮下さい。 

 

２４ 苦情窓口設置について 

   社会福祉法第８２条の規定により、本事業所ではご利用者様からの苦情に適切に対応する体制を整えるこ

ととしました。本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者を設置し、苦情解決に努めることと  

します。苦情は面接、電話、書面により苦情受付担当者が随時受け付けます。苦情受付担当者が受け付け

た苦情を苦情解決責任者に報告します。苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に  

努めます。 

＜地域行政窓口、国保連合会苦情窓口の紹介＞ 

   

 本事業者で解決できない苦情は下記の介護サービスに関する苦情相談窓口に申し出ることができます。 

    

   ◎町田市役所 いきいき健康部 介護保険課   電話番号 ０４２－７２１－０９１２ 

 

   ◎東京都国民健康保険団体連合会  

東京都国保連合会苦情相談窓口専用    電話番号 ０３－６２３８－０１７７ 

                    ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 


